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総合戦略の概要

１．桶川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要（平成２８年３月策定）

■ 総合戦略の内容









総合戦略の計画期間（９か年）における目標人口（短期）

２．桶川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の効果的な推進

【資料１】

移住

結婚 就職 進学

子育て 定住

（参考）総合戦略策定年度の人口



桶川市の人口推移等

１．桶川市の人口推移

【図１】 人口・世帯数の推移

【図２】 桶川市の転入、転出状況（県内）

【図１】

【図２】

【図３】 通勤・通学先の状況

【資料２】

３．通勤・通学先について

【図３】

２．地区別の人口増減

【表１】

【表１】 地区別人口

出典：桶川市統計書(R2）

出典 桶川市住民基本台帳人口

項 目
人口 増減

(R5-H27)H27.4.1 R5.4.1

出典：国勢調査(R2）
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年齢別人口動向等

・縦軸は、増減率を示す。１は人口増減が０の状態。
１より高い場合は増加、１より低い場合は減少と
なる。
・子育て世代（子どもと親）は増加傾向にある一方、
就労時（22→23歳）から数年間は減少が顕著と
なる。
・都心への通勤・通学の便が良く、土地区画整理事
業（坂田地区・日出谷地区）により良好な都市基
盤が形成されていることから子育て世代が転入超
過の傾向にある。子育て世代にとって、ライフス
テージ（子育て、教育、就労など）を描きやすい
ことが増加の要因と考えられる。

◆ 通勤・通学先の状況

【資料３】

出典 桶川市住民基本台帳人口
出典：国勢調査(R2）

◆ 地区別の人口増減◆ １歳毎年齢別人口増減

保育
小学校

中学校
高校

大学
就労

就労（結婚・定住・子育て）
定年（地域コミュニティ・福祉・健康）

6ヵ年
6ヵ年

3ヵ年
3ヵ年

4ヵ年
想定10ヵ年

想定20～30ヵ年

幼児を持つ世帯の転入 大学卒業・就労による転出

←小中高は大きな変動はない→

ファミリー層の転入 子ども独立に伴う住み替え転居

転入 転出 転入 転出

子 親
親子の関係（相関関係）

■子育て環境（保育、教育等）
■生活環境（防災・生活利便）
■通学、通勤の至便（公共交通等）

■子育て環境（保育、教育等）
■生活環境（防災・生活利便）
■通学、通勤の至便（公共交通等）

■生活環境（防災・生活利便）
■高齢福祉、健康長寿

出典 桶川市住民基本台帳人口



この計画は、計画期間を令和５年度から1０年間とし、将来像「学び豊かな 笑顔あふれる
幸せ未来都市 おけがわ」の実現に向け、「教育・文化」「健康・福祉」「安心安全・都市
基盤」「環境・みどり」「産業・経済」の５つの政策分野と土地利用の方針、政策分野ごと
の施策等を体系的にまとめています。
人口減少・少子高齢化、この度のコロナ禍による社会環境の変化などに対応し、本市の

歴史や文化を守り、多様な価値観を尊重しながら、市民の皆様がそれぞれの幸せを実感でき
る持続可能なまちづくりを進めてまいります。

計画期間を前期、後期の各５年間に分
け、前期となる令和５年度から令和９年
度までを「前期５か年基本計画」とし、
基本構想に掲げる政策等の推進に向け、
必要な施策を体系的に定めています。

計画期間を令和5年度から令和14年度ま
での10年間とし、まちづくりの基本理念
や将来像を掲げ、その実現に向けた政策
や土地利用の方針などを定めています。

基本計画

基本構想

第六次総合計画の構成と期間

基本構想の概要

● 基本理念 まちづくりを推進する上で、市民と行政が共有する最も重要な基本姿勢です。

● 将来像 １０年後に目指すまちの姿です。

● 計画推進のために 将来像の実現に向けて、政策推進の基本となる市の考え方です。

みんなでつくるまち
市民、団体、事業者並
びに市が、互いの役割
や価値観を尊重し、協
力し合いながら、みん
なでつくる協働のまち
づくりを進めます。

変化への適応
社会環境の変化に柔軟
に適応し、変化を市政
の推進力に変えるまち
づくりを進めます。

計画的な行財政運営
業務の効率化や行政
サービスの向上と多様
化する行政需要に適切
に対応しながら、持続
可能な行財政運営を進
めます。

人口減少等への対応
若者や子育て世代の定
住や転入を促し、持続
可能なまちづくりを進
めます。

歩いて暮らせる
まちづくり
誰もが安心して、快適に暮らし
続けることができる生活環境の
形成を図ります。

広域交通網をいかす
まちづくり
産業系土地利用の誘導や観光ま
ちづくりの推進を図り、交流や
地域の活性化など、幅広い産業
振興を図ります。

自然と暮らしが
調和するまちづくり
生物多様性を維持しながら、
暮らしの中で自然を楽しめる
空間づくりに努めます。

まちづくりの方向性

● ５つの政策 将来像を実現するための分野別の政策の方向性です。

子ども達の創造性を育む教育や誰

もが生涯にわたる学びを通じ、地

域の自然や文化に触れ、個性や価

値観を認め合いながら、生きがい

のある豊かな人生を育むことがで

きるまちづくりを進めます。

市民の健康づくりに対する支援や、

保健・医療・介護体制の充実、子育

て支援、障害者の自立支援などの充

実を図り、住み慣れた地域で共に支

え合い、健康で幸せな生活を続ける

ことができるまちづくりを進めます。

再生可能エネルギーの導入、ごみの減量化や

再資源化、河川や雑木林、公園などのみどり

や水辺の保全と活用を図り、人と自然にやさ

しく、みどり豊かで快適なまちづくりを進め

ます。

農業、工業、商業、観光業など、多様な産

業の連携や振興を図るとともに、中心市街

地の活性化、地の利をいかした企業誘致や

施設の立地誘導を図り、桶川で働き、住み

続けたいと思えるまちづくりを進めます。

【教育・文化】
生きる力と豊かな心を育む
桶川

【健康・福祉】
共に支え合い いきいきと
暮らせる 桶川

【環境・みどり】
環境にやさしく みどりと
調和した 桶川

【産業・経済】
にぎわいと活力ある
桶川

防災力・防犯力の向上や交通安全対

策の充実により、市民一人ひとりの

生命と財産を守るとともに、生活機

能が集積する拠点と交通ネットワー

クの形成により、生活の利便性を高

め、心穏やかに暮らし続けることが

できるまちづくりを進めます。

【安心安全・都市基盤】
安心して暮らし続けられる
桶川

第六次総合計画の概要

● 土地利用の３つの方針 地域特性を踏まえた拠点の形成や、土地利用の誘導と規制を図ります。

【資料４】



デジタル⽥園都市国家構想総合戦略の全体像
 テレワークの普及や地⽅移住への関⼼の⾼まりなど、社会情勢がこれまでとは⼤きく変化している中、今こそデジタルの⼒を活⽤して地⽅創⽣を加速化・深化

し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を⽬指す。
 東京圏への過度な⼀極集中の是正や多極化を図り、地⽅に住み働きながら、都会に匹敵する情報やサービスを利⽤できるようにすることで、地⽅の社会課題を
成⻑の原動⼒とし、地⽅から全国へとボトムアップの成⻑につなげていく。

 デジタル技術の活⽤は、その実証の段階から実装の段階に着実に移⾏しつつあり、デジタル実装に向けた各府省庁の施策の推進に加え、デジタル⽥園都市国家
構想交付⾦の活⽤等により、各地域の優良事例の横展開を加速化。

 これまでの地⽅創⽣の取組も、全国で取り組まれてきた中で蓄積された成果や知⾒に基づき、改善を加えながら推進していくことが重要。

● まち・ひと・しごと創⽣総合戦略を抜本的に改訂し、2023年度から2027年度までの５か年の新たな総合戦略を策定。デジタル⽥園都市国家構想基本⽅針で定めた取組の
⽅向性に沿って、各府省庁の施策の充実・具体化を図るとともに、KPIとロードマップ（⼯程表）を位置付け。

● 地⽅は、地域それぞれが抱える社会課題等を踏まえ、地域の個性や魅⼒を⽣かした地域ビジョンを再構築し、地⽅版総合戦略を改訂。地域ビジョン実現に向け、国は政府
⼀丸となって総合的・効果的に⽀援する観点から、必要な施策間の連携をこれまで以上に強化するとともに、同様の社会課題を抱える複数の地⽅公共団体が連携して、
効果的かつ効率的に課題解決に取り組むことができるよう、デジタルの⼒も活⽤した地域間連携の在り⽅や推進策を提⽰。

地域ビジョン実現を後押し
＜施策間連携の例＞ ＜地域間連携の例＞

関係府省庁の施策を取
りまとめ、地⽅にわか
りやすい形で提⽰

ワンストップ型相談体制の
構築や地⽅⽀分部局の活⽤
等による伴⾛型⽀援

モデルとなる地域
を選定し、選定地
域の評価・⽀援

他地域のモデルと
なる優良事例の周
知・共有、横展開

関連施策の取りまとめ 伴⾛型⽀援重点⽀援 優良事例の横展開
⾃治体間連携の枠組みにおける

デジタル活⽤の取組を促進
国が事業の採択や地域の選定

等を⾏う際に、地域間連携を
⾏う取組を評価・⽀援

地域間連携の優良事例を収集
し、メニューブック等を通じ
て広く周知・共有

デジタルを活⽤した取組の深化 重点⽀援 優良事例の横展開

総合戦略の基本的考え⽅

＜総合戦略のポイント＞

デジタルの⼒を活⽤した地⽅の社会課題解決
デジタルの⼒を活⽤して地⽅の社会課題解決に向けた取組を加速化・深化

教育DX、医療・介護分野DX、地域交通・インフラ・物流DX、まちづくり、⽂化・
スポーツ、防災・減災、国⼟強靱化の強化等、地域コミュニティ機能の維持・強化等

スタートアップ・エコシステムの確⽴、中⼩・中堅企業DX（キャッシュレス決済、シェアリングエコ
ノミー等）、スマート農林⽔産業・⾷品産業、観光DX、地⽅⼤学を核としたイノベーション創出 等

地⽅に仕事をつくる１

「転職なき移住」の推進、オンライン関係⼈⼝の創出・拡⼤、⼆地域居住等
の推進、地⽅⼤学・⾼校の魅⼒向上、⼥性や若者に選ばれる地域づくり 等

⼈の流れをつくる２

結婚・出産・⼦育ての⽀援、仕事と⼦育ての両⽴など⼦育てしやすい環境づくり、
こども政策におけるDX等のデジタル技術を活⽤した地域の様々な取組の推進 等

結婚・出産・⼦育ての希望をかなえる３

魅⼒的な地域をつくる４

デジタル実装の基礎条件整備
デジタル実装の前提となる取組を国が強⼒に推進

デジタル⼈材育成プラットフォームの構築、職業訓練のデジタル分野の重点化、
⾼等教育機関等におけるデジタル⼈材の育成、デジタル⼈材の地域への還流促進、
⼥性デジタル⼈材の育成・確保 等

デジタル推進委員の展開、デジタル共⽣社会の実現、経済的事情等に基づく
デジタルデバイドの是正、利⽤者視点でのサービスデザイン体制の確⽴ 等

デジタル⼈材の育成・確保２

誰⼀⼈取り残されないための取組３

デジタル基盤の整備１

施策の⽅向

地
⽅
の
デ
ジ
タ
ル
実
装
を
下
⽀
え

地域ビジョンの実現に向けた施策間連携・地域間連携の推進
＜モデル地域ビジョンの例＞
スマートシティ
スーパーシティ スマートシティ

AiCT
（福島県会津若松市）

「デジ活」
中⼭間地域

脱炭素
先⾏地域

バイオマス発電所
稼働による新産業

の創出
（岡⼭県真庭市）

データを活⽤した
スマート農業の取組

（⾼知県・⾼知⼤学）

産学官
協創都市

⾃動運転バス
の運⾏

（茨城県境町）

地域交通の
リ・デザイン

医療機器装備の
移動診察⾞

（⻑野県伊那市）

遠隔医療

オンラインによる
遠隔合同授業

（⿅児島県三島村）

教育DX
＜重要施策分野の例＞

 SDGs未来都市 地域交通システムや
コミュニケーション

ロボットの活⽤
（宮城県⽯巻市）

こども政策

観光DX地⽅創⽣
テレワーク

空き蔵を活⽤した
サテライト

オフィスの整備
（福島県喜多⽅市）

観光アプリを活⽤
した混雑回避・

⼈流分散
（京都府京都市）

保健師等との
オンライン相談

（⼭梨県富⼠吉⽥市）

デジタルインフラの整備 、マイナンバーカードの普及促進・利活⽤拡⼤、データ連携基盤の
構築（デジタル社会実装基盤全国総合整備計画の策定等）、ICTの活⽤による持続可能性と利
便性の⾼い公共交通ネットワークの整備、エネルギーインフラのデジタル化 等

担い⼿減少に
対応した⾃動
草刈機の導⼊

地域防災⼒
の向上

GPS除雪管理
システムの導⼊

（⼭形県飯豊町）
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（１）成果指標（ＫＰＩ）

（２）施策の効果を図る指標（ＫＰＩ）

※1　：　埼玉県ホームページより

※2　：　年齢別人口集計表による（各年１月１日時点）

※3　：　市民アンケート調査結果による（令和５年1月実施）

７４，６８０人

世帯数　３３，７９２

直近比較

↘

令和5年1月1日

R4成果

令和6年1月1日

（目標値 令和５年度）

直近比較

-

30.5

1.06 ※2
（R2/H28）

-

-

R4成果

-

1.19

1.03 ※2
（R４/H30）

51.9% ※3

65.8% ※3

世帯数　３２，３４４

平成31年1月1日

R3成果

1.11※1

R3成果

30.0

1.04 ※2
（R３/H2９）

-

-

７４，８２２人

世帯数　３３，３３４

R2成果

R2成果

世帯数　３３，１４４

７５,２０２人

（令和２年度）

令和3年1月1日令和2年1月1日

（令和元年度）

７５,３５９人

世帯数　３２，７２８

29.0歳

－

－

平成29年1月1日

（平成２８年度）

平成28年1月1日

（現状値 平成２７年度）

令和4年1月1日

（令和３年度）

平成30年1月1日

（平成２９年度） （令和４年度）

世帯数　３１，０３６ 世帯数　３１，５１７ 世帯数　３１，８５１

82.8%

７４,０００人

（平成３０年度）

７５,４０８人

↗

↘

↘

↘－

R1成果

29.4

1.05 ※2
（R1/H27）

67.6%

30.0歳

－

54.5%

63.5%
住み続けたいと思う若者の

割合（18～29歳）
59.1%
(H26)

－ － 65%

目標値(R5)

50%

1.03
(H5/H31)

28.3歳

Ｈ30成果

29.1歳

●　基本目標１　　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

1.23
(H22～H26平均)

1.25 1.20 1.35

指標 現状値 Ｈ27成果 Ｈ28成果 目標値(R5)

合計特殊出生率①

Ｈ29成果

1.31 ↘

直近比較R1成果

1.19

Ｈ30成果

1.18

Ｈ28成果

⑤

子どもを産み、育てやすいと
感じる市民の割合

－ － －

4年前の2～4歳人口における
4年後の6～8歳人口の割合

1.01
(H27/H23)

－ －

女性の初婚年齢
30.1歳
（H25）

②

③

④

現状値 Ｈ27成果

29.4歳

Ｈ29成果

●　将来目標人口（KGI）の達成状況

指標

成果指標の推移一覧

７５,０７１人 ７５,２６６人 ７５,２３４人

【資料6】
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（１）成果指標（ＫＰＩ）

（２）施策の効果を図る指標（ＫＰＩ）

※１　：　市民アンケート調査結果による（令和５年1月実施）

※２　：　改修工事に伴い平成２９年４月～１０月の実績

83%

151,414人

78%

144,239人

↗

75%

142,405人

R2成果 R4成果

2,927人

R4成果

-

59.9%※１-

-

380,236人

事業者公募

54,963人

75.2%

R3成果

2,788人

事業着手

46,134人

75.0%

70,072人※2

R1成果

3,051人

300,000人

駅利用者及び駅自由
通路往来者数

11,000人
(H26)

10,382人

604,581人

計画検討

74,906人

74.5%

72%

113,838人

49%

279,880人循環バス年間乗車数 278,341人
289,200人

(H26)
280,427人 272,872人

73.3% 73.3%

21%
(H26)

74.2%

54%

73.5%

103,710人
(H27)

計画検討
(H27)

101,296人

10,827人

478,634人

設計業務

68,123人

75.2%

住みよいと感じる市民の数
45%

(H26)
－ －

道の駅による拠点形成

9,420人

直近比較

↗

直近比較

→

Ｈ30成果

2,991人

50%

公共施設
等の建設

目標値(R5)

目標値(R5)

●　基本目標２　　新しいひとの流れをつくる

Ｈ29成果

概成

51.6%

373,269人 613,956人 500,000人

－

10,164人

655,662人

計画検討

47.8%

10,337人

660,030人

計画検討

10,318人

↗

↘

↗

↗

16,000人

-

-

310,643人

計画検討 計画検討

土地区画整理事業施行
地区の使用収益開始率

82.3%
(H26)

92.0% 92.8% 98.5%98.0%

公共施設
等の建設

96.8%

設計業務 開館

99.7% 100.0%

- →

-

- -

2,589人
(H26)

2,648人 2,897人 2,600人

Ｈ30成果Ｈ29成果 R1成果

2,842人

R2成果 R3成果

2,677人

⑨

転入者数⑥

指標 現状値 Ｈ27成果 Ｈ28成果

坂田地区の生活拠点形成、坂田東西
保留地における公共施設等の整備

計画検討
(H27)

計画検討 事業着手

⑦

指標 現状値 Ｈ27成果 Ｈ28成果

135,000人

桶川駅東口駅前広場及び
駅東口通り線の用地買収率

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

100%

都市計画道路の整備率
57.6%
(H26)

277,275人

75%→

↗

↗

駅西口図書館来館者数 －　

21% 46%

べに花ふるさと館
来場者数

⑧

Ｐ2



（１）成果指標（ＫＰＩ）

（２）施策の効果を図る指標（ＫＰＩ）

1,175億円

73ヶ所

R4成果

12月末公表予定

R4成果

1件

12月末公表予定

12月末公表予定

R3成果

1件⑱

Ｈ２９成果

0件

製造品出荷額等

製造業従業者数

1,169億円
(H25)

目標値(R4)

4,115人
(H25)

4,158人 4,300人

0件

3,893人

1,278億円

2件

直近比較R3成果

1,153億円 1,219億円 1,241億円

R2成果

現状値

4,049人

74ヶ所

1,220億円

目標値(R4)Ｈ３０成果

↘

直近比較

→

↘

↗

1件

1,240億円

69ヶ所

3,818人3,854人

R2成果

0件

1,309億円

95ヶ所85ヶ所

指標

製造業事業所数
91ヶ所
(H25)

92ヶ所 101ヶ所

Ｈ２７成果 Ｈ２８成果

誘致企業の立地件数
0件

(H27)
0件 0件

80ヶ所

R1成果

⑳

⑲

⑰

●　基本目標３　　安定した雇用を創出する

指標 現状値 Ｈ２７成果 Ｈ２８成果 Ｈ３０成果

3,902人

Ｈ２９成果

3,999人

R1成果

Ｐ3
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No 氏   名 備         考

1 岩 﨑 隆 志 桶川市議会

2 新 島 光 明 桶川市議会

3 岡 安 政 彦 桶川市議会

4 栁 田 千 明 桶川市ＰＴＡ連合会

5 関 口 瑞 代 桶川市私立幼稚園協会

6 田 中 二 三 子 桶川市商工会女性部

7 新 妻 亮 桶川市商工会青年部

8 相 澤 仁 志 桶川市校長会

9 吉 田 耕 造 公益社団法人　桶川市シルバー人材センター

10 西 岡 利 浩 埼玉県県央地域振興センター

11 町 田 哲 夫 元二松學舍大学教授

12 西 出 達 郎 株式会社　埼玉りそな銀行　桶川支店

13 都 築 栄 太 株式会社日本政策金融公庫さいたま支店

14 勇 有 花 子 株式会社　埼玉新聞社

桶川市まち・ひと・しごと創生有識者会議　委員名簿

nohara_hirofumi
タイプライタ
【補足資料１】
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   桶川市まち・ひと・しごと創生有識者会議設置要綱  

（平成２７年７月１３日市長決裁）  

 （設置）  

第１条  まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）第１０

条第１項の規定に基づく桶川市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下

「総合戦略」という。）の策定及び推進に当たり、総合的かつ専門的な見

地から有識者の意見を聴取するため、桶川市まち・ひと・しごと創生有

識者会議（以下「会議」という。）を設置する。  

 （所掌事項）  

第２条  会議において意見等を求める事項は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 桶川市人口ビジョン及び総合戦略の策定等に関すること。  

 (2) 総合戦略の企画、推進及び効果検証に関すること。  

 (3) その他総合戦略の推進に必要な事項に関すること。  

 （構成）  

第３条  会議は、専門的な知識経験を有する学識経験者及び有識者のなか

から選定した委員１５人以内で組織し、市長が委嘱する。  

 （任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。  

 （座長）  

第５条  会議に座長を置き、委員の互選により定める。  

２  座長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ座長が指名する

委員がその職務を代理する。  

 （会議）  

第６条  会議は、座長が招集し、その議長となる。  

２  座長は、必要があると認めるときは、会議に第３条に規定する委員以

【補足資料２】 
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外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。  

 （庶務）  

第７条  会議の庶務は、企画財政部企画調整課において処理する。  

 （その他）  

第８条  この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

座長が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

附  則（平成２８年４月１日市長決裁）  

 この要綱は、決裁の日から施行する。  

 

 


